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１　　市民活力推進局機構図

　成田　　憲一

（2290）

総務課長 庶務係長 佐藤　広毅

（副局長兼務） 　西山　　雄二（２２９２） 人材育成係長 杉本　尚子

担当係長 青野　昇

経営企画課長 課長補佐（企画係長） 小川　久美子

　小野﨑　　信之（２３０２） 課長補佐（経理係長） 今仁　知宏

担当部長（市民情報室長） 課長補佐（担当係長） 沼上　直輝

　青木　　利行（３８８０） 担当係長 小河内　協子

担当課長 担当係長 岩岡　有里

　梅津　　真一郎（３８８１） 課長補佐（担当係長） 小林　英二

担当係長 油谷　理香

担当係長 加納　正啓

人権・男女共同参画担当理事 人権課長 担当係長 石川　達治

　清水　　一男 　小守　　英治（３９８４） 課長補佐（担当係長）（啓発等担当） 仲山　惠

（３５７９） 担当課長（啓発等担当） 担当係長（同和対策担当） 佐藤　雅一

　齋藤　　聖（３５６１）

男女共同参画推進課長 担当係長 加藤　正司

　関本　　利恵子（３６９１） 担当係長 齋藤　真美奈

≪財団法人　横浜市男女共同参画推進協会≫

担当部長 担当課長

　岡村　　一 　宮川　　方直

市民協働推進部長 協働推進課長 担当係長 金子　利恵

　橋田　　徹 （４２６０） 　村田　　和義（２２９６） 課長補佐（担当係長） 荒川　隆

担当課長 課長補佐（担当係長） 住吉　重紀

　伊藤　　誠（４２６２） 担当係長 林　　 千賀

地域活動推進課長 課長補佐（担当係長） 高橋　英夫

　勝山　　秀男（２２９８） 課長補佐（担当係長） 山本　譲治

広報相談サービス部長 広報課長 課長補佐（担当係長） 新井　千秋

　藤田　　譲治（２３１１） 　海道　　亮輔（２３００） 課長補佐（担当係長） 宮口　郁子

担当係長 浦﨑　真仁

担当係長 茂垣　朋子

広聴相談課長 担当係長 鈴木　昇

　安藤　　直樹（２３０１） 担当係長 徳増　吉廣

担当課長 担当係長 川合　裕子

　菅原　　次郎（２３０５） 課長補佐（担当係長） 福谷　哲夫

課長補佐（担当係長） 落合　純一

担当係長 谷　　 章子

区政支援部長 区連絡調整課長 課長補佐（担当係長） 大内　義則

　小泉　　哲雄（３８７２） 　佐竹　　広則（２０４８） 担当係長（政策担当） 中村　一己

区予算係長 萩原　健司

地域施設課長 課長補佐（地域施設係長） 田島　裕

　寺岡　　充（３５３８） 担当係長 間島　茂

区庁舎環境係長 杉田　由起夫

窓口サービス課長 窓口改善係長 大山　尚久

　石田　　英昭（３６２１） 担当係長（窓口改善等担当） 操　　和憲
担当課長（窓口サービス向上担当） 住居表示係長 津島　祐次

　鈴木　　一博（２０８９） 担当係長（システム担当） 小島　純

担当係長（窓口サービス向上担当） 熊坂　俊博

市民活力推進局長

総務部長

副局長

　杉山　　彰（２２９１）
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文化振興部長 文化振興課長 課長補佐（担当係長） 小島　寿也

　藤林　　文夫（３８５２） 　堀江　　武史（３７０３） 担当係長 鬼木　和浩

担当課長 担当係長 卯都木　隆幸

　齋藤　　満（３８６０）

≪財団法人　横浜市芸術文化振興財団≫

　濱　　陽太郎 　本間　　睦

スポーツ振興部長 スポーツ振興課長 課長補佐（担当係長） 杉本　光明

　砂川　　忠雄（３２４５） 　矢野　　修司（３２３７） 担当係長 酒井　信治

担当係長 守屋　喜代司

≪財団法人　横浜市体育協会≫

担当部長 担当課長 課長補佐（担当係長） 石原　恭夫

　富岡　　俊次 　権田　　高章 課長補佐（担当係長） 宮崎　三美

担当部長 担当課長 課長補佐（担当係長） 石井　秀俊

　大久保　挙志 　平本　　雅典 担当係長 古屋　玉枝

担当課長 担当係長 古川　聡

　斉藤　　久司 担当係長 渡邊　壽男

（注１）　表中、点線で囲まれた部分は、外郭団体への派遣職員を示します。
（注２）　表中の括弧内の数字は、内線番号を示します。

担当係長（文化庁） 鳥丸　雅司

担当部長 担当課長 担当係長 土田　俊樹
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２ 市民局活力推進局事務分掌  

   

  総 務 部 

   総務課 

     １ 局内の人事及び文書に関すること。 

     ２  局内の事務事業の連絡調整に関すること。 

     ３  局の危機管理に関すること。 

     ４  他の部、課、室の主管に属しないこと。 

   経営企画課 

     １ 局内の事業に関する総合的な企画及び調整に関すること。 

     ２  局内の予算及び決算に関すること。 

     ３  交通事故の相談に関すること。 

     ４  交通災害共済事業に関すること。 

     ５  横浜市交通災害共済運営審議会に関すること。 

    市民情報室 

     １ 情報公開制度に関すること。 

     ２  個人情報の保護に関すること。 

     ３  横浜市情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 

     ４  横浜市個人情報保護審議会に関すること。 

     ５  刊行物その他の行政資料等の収集及び保管並びにこれらの情報提供に関すること。 

     ６  その他市政情報の公開及び提供に関すること。 

 

 

  人権・男女共同参画担当 

   人 権 課 

     １ 人権に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

     ２  人権に関する調査及び研究に関すること。 

     ３  人権に関する啓発及び研修に関すること（他の局の主管に属するものを除く。）。 

     ４ 同和対策事業に関すること。 

   男女共同参画推進課 

     １  男女共同参画に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

     ２  男女共同参画に関する調査研究及び広報並びに相談に関すること。 

     ３  横浜市男女共同参画審議会に関すること。 

     ４  男女共同参画センターの運営管理に関すること。 

     ５ 財団法人横浜市男女共同参画推進協会に関すること。 
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  市民協働推進部 

   協働推進課 

     １ 協働推進に関する企画、調査及び調整に関すること。 

     ２  市民活動の推進に関すること。 

     ３  横浜市市民活動推進委員会に関すること。 

     ４ その他協働推進に関すること。 

   地域活動推進課 

     １  地域活動に関する企画、調査及び調整に関すること。 

     ２ 市民自治組織との協働及びその支援に関すること。 

     ３  その他地域振興に関すること。 

     ４  部内他の課の主管に属しないこと。 

 

 

  広報相談サービス部 

   広 報 課 

     １ 広報に係る企画及び連絡調整に関すること。 

     ２  横浜市広報企画審議会に関すること。 

     ３  広報事項の収集及び編集に関すること。 

     ４  広報印刷物の発行に係る調整、指導、助言等に関すること。 

     ５  部内他の課の主管に属しないこと。 

   広聴相談課 

     １ 市政に関する市民の要望、意見、陳情その他広聴に関すること。 

     ２  要望事項等の整理及びその実施のため必要な連絡調整に関すること。 

     ３  区民会議の活動の運営協力に関すること。 

     ４  市政参加推進会議に関すること。 

     ５  市民の相談に関すること。 

     ６  庁内の案内に関すること。 

     ７  区役所における広聴及び市民の相談に係る事務の連絡調整に関すること。 

    ８ 横浜市コールセンターに関すること。 
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  区政支援部 

   区連絡調整課 

     １  区政に関する基本的な計画の立案及び進行管理に関すること。 

     ２  区政に関する重要施策の総合的な企画及び調整に関すること。 

     ３  個性ある区づくりの支援に関すること。 

     ４  区政に関する機能の強化に関すること。 

     ５ 区役所の人事、組織、文書、予算及び決算の調整に関すること。 

     ６ 区長会議等に関すること。 

     ７ 区役所の所管区域に関すること。 

     ８  区政に関する事務事業の連絡調整に関すること。 

     ９  福祉保健センターの運営に係る連絡調整に関すること（他の局の主管に属するものを除く。）。 

     10  自衛官募集事務に係る連絡調整に関すること。 

     11  予算編成等における区の総合行政の実施に係る調整に関すること。 

     12  部内他の課の主管に属しないこと。 

   地域施設課 

     １ 区庁舎等の整備に係る計画の立案及び調整に関すること。 

     ２  区庁舎等の利便性の向上に関すること。 

     ３  地区センター等の運営管理に関する企画、調査及び調整に関すること。 

     ４  上郷森の家に関すること。 

     ５  地区センター等の整備に関すること。 

     ６  広場、遊び場等に係る事業の企画及び調整に関すること。 

   窓口サービス課 

     １ 区役所の市民サービスの向上の推進に係る総合調整に関すること。 

     ２  戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務、外国人登録事務等の総括、改善及び指導に関す 

     ること。 

     ３  横浜市行政サービスコーナーに関すること。 

     ４  横浜市本人確認情報等保護審議会に関すること。 

     ５  住居表示に関すること。 

     ６  市の区域に関すること。 

     ７  区の区域に関すること（他の課の主管に属するものを除く。）。 

     ８  町区域の設定並びに町区域及び字区域の廃止及び変更並びに町名の変更に関すること。 

     ９  町区域の設定並びに町区域及び字区域の廃止及び変更に伴う地番の整理に関すること。 

     10  横浜市住居表示審議会に関すること。 
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  文化振興部 

   文化振興課 

     １ 文化施策の総合的な企画及び事業の実施に関すること。 

     ２  文化芸術活動の総合的支援に関すること。 

     ３  文化施設の運営管理並びにこれに係る企画、調査及び調整に関すること。 

     ４  区役所の文化振興支援に関すること。 

     ５  財団法人横浜市芸術文化振興財団に関すること。 

     ６  文化基金に関すること。 

     ７  文化施設の整備並びにこれに係る企画、調査及び調整に関すること。 

     ８ その他文化振興に関すること。 

 

 

  スポーツ振興部 

   スポーツ振興課 

     １ 生涯スポーツ・レクリエーション振興施策の企画及び調整に関すること。 

     ２ 地域スポーツ振興施策の企画及び調整に関すること。  

     ３ スポーツ・レクリエーション施設の整備及び運営に関すること。 

     ４ 競技スポーツ振興施策の企画及び調整に関すること。  

     ５  国際スポーツ交流に関すること。  

     ６  市民スポーツ関係団体に関すること。  

     ７  体育指導委員に関すること（委員の委嘱に関することを除く。）。  

     ８  スポーツ・レクリエーション指導者養成の企画及び調整に関すること。  

     ９  スポーツイベントの企画及び誘致に関すること。  

     10  横浜市スポーツ振興審議会に関すること（委員の任免に関することを除く。）。  

     11  財団法人横浜市体育協会に関すること。 
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市 民 活 力 推 進 局 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





























































































 
 

平成１９年度  

市民活力推進局運営方針 

３ 人権尊重・男女共同参画・個人情報保護 

市民一人ひとりが互いに人権を尊重しあいともに生きる社会、安心して心豊かに

暮らせるまちの実現を目指します 

２ 区政支援 

  きめ細やかな住民自治を支える区役所、区民満足度の高い区役所を目指します 

基 本 目 標 

１ 市民協働 

  市民との多様な協働、市民力の発揮を推進します 

平成１９年５月 



                   
 
            
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

◇ 市民利用施設の老朽化に対して計画的な保全措置を実施するなど、施設の長寿命化に取

り組みます。また、指定管理者制度を検証するとともに、施設間の連携を深め、市民が

利用しやすい施設にします。 

◇ 外郭団体については、その使命の達成とより自立的な経営に向けた取組を支援するとと

もに、公益法人制度改革への対応などに取り組みます。 

重 点 事 業 ・ 重 点 取 組 

 

市 民 活 力 推 進 局 

  地域の課題解決に、市民の意欲や実行力が十分に活かされる協働のまちづくりを目指し、市民活動を総合的に支援するとともに、市民に最も身近な行政機関である区役所を支援します。 
協働の礎として、市民が市に関する情報を気軽に入手できる広報と、市民の声を施策に活かす広聴に努めます。また、市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現へ向けた取組を進めます。

基本理念 

 

 
１ 団塊の世代等を対象に地域活動・市民活動への参加を働きかけます。 

「ライフデザインフェア」を 9 月に開催します。（来場目標 18,000 人） 

相談窓口の設置、活動入門講座の開催など支援策を実施します。（18 区） 

２ 「市民主体の地域運営」（エリアマネジメント）のモデル事業を推進します。

  地域の幅広い連携による課題解決の取組を総合的に支援します。（2 地区） 

３ 自治会町内会の活動が一層、活発になるよう支援します。 

  課題であるマンションなど、加入・参加を促進します。（加入率 80％の維持） 

 

 

１ 区役所総務部の組織を見直します。 

  福祉・保健、防災・防犯などの複合的な課題へ、地域と一体となって取り組み施

策の実現に向けてコーディネートしていく政策調整機能や、多彩な地域活動を支援

する地域支援機能（地区担当制など）の強化を図ります。 
２ 大都市における区のあり方を検討します。 

  区政への区民意思の反映や、地域課題を住民自らが解決する「住民自治」の充実

に向け、区民の視点に立って区とともに区役所のあり方について検討します。

 

 

１ 文化芸術活動による地域コミュニティの活性化を目指します。 

  市民等と協働しながら、文化芸術の持つ創造力を福祉やまちづくりなどの分野で

活用し、市民力が発揮される地域づくりに取り組みます（12 事業）。また、地域の

文化活動拠点としての区民文化センター等について、情報発信・交換、相談、地域

文化活動コーディネートなどの機能を高めます（2 モデル施設）。 

２ 子どもの創造力を育みます。 

  学校に芸術家を派遣し、子どもが文化芸術を体験する機会を提供します(50 校)。

 

 

１ 市民にとって快適で信頼できる、魅力ある窓口づくりを進めます。 

評価･研修･改善など一貫した窓口応対向上プログラムの構築や、わかりやすく効

率的な窓口環境の整備を２区でモデル実施し、全区への展開を目指します。 

２ 戸籍の電算化により、サービスの向上と業務の効率化を進めます。 

土日等における戸籍謄抄本の即時交付、待ち時間の短縮など、利便性向上と効率

化を図るため、20 年度を目指し、戸籍（約 200 万）の電算化を進めます。また、

電算化後の窓口サービス全体のあり方や効率的な執行体制を検討します。

 

 

１ 地域スポーツ活動を支援します。 

  市民の健康づくりや地域コミュニティの醸成に向け、市体育協会、各区体育協会

等と連携して、地域におけるスポーツ活動を支援します。（総合型地域スポーツク

ラブ設立数 H18：１１クラブ→H19：１３クラブ） 

２ 開港 150周年記念世界卓球・国際トライアスロンの開催気運を盛り上げます。

  市体育協会や各競技団体等と協働し、小中学校等での卓球教室（２０回程度）や

トライアスロン教室（１０回程度）など各種 PR を実施します。

 
 

１ 広報媒体の拡大・改善を進め、市内外へ発信する情報の質、量を強化します。

①市ホームページを検索しやすく改良します。②民間フリーペーパー等の活用を

拡大（４→６誌）します。③各区局と連携した戦略的な広報を進めます。 

２  市民の声を活かす「お客さまサービスセンター」的機能の構築を進めます。

①施策反映状況の追跡・公表を実施します。②「横浜市コールセンター」の対応

能力強化と、応答記録からのニーズ把握を行います。③広聴情報から得られた市民

ニーズを、市民サービス向上や施策反映につなげる仕組みをつくります。

 

 

１ 区庁舎の再整備を効率的かつ効果的に進めます。 

災害時に重要な拠点となる区庁舎については、防災やバリアフリーなどに配慮

し、区民が利用しやすい施設となるよう整備します。瀬谷区総合庁舎の再整備にあ

たっては、民間のノウハウを活用するＰＦＩ手法により事業を実施します。 

２ 区民利用施設をより安全に利用できるよう耐震補強工事を進めます。 

「耐震改修促進計画」にもとづき、１９年度は、戸塚センターや磯子センターな

どで実施します。

 

 

１ 人権・男女共同参画について理解を深めるための施策を推進します。 

区民まつりなどさまざまな機会を利用して、人権啓発活動を全区で行います。 

“男女ともに働きやすい職場”づくりを進める企業を表彰するほか、中高生向け

の DV 防止講座の開催（５校）、女性のための起業支援拠点の開設等を行います。

２ 個人情報保護に関する意識向上を図ります。 

  個人情報の適正な管理や利用について、市職員、事業者等を対象とした研修を年

５０回以上行うとともに、相談事例を市ホームページ上で年２回公表します。

 
 
◇ 区役所の機能強化 

◇ 窓口サービスの向上 

◇ 区庁舎の整備及び市民利用施設の整備・運営 

◇ 市政情報発信力の強化と市民の声の市政反映

推進 

 
 
◇ 地域活動や市民活動への支援による市民協働

の推進 
◇ 地域文化の振興 
◇ 市民スポーツの普及・振興 
◇ 市政情報発信力の強化と市民の声の市政反映

推進 

基本目標１ 市民協働 

市民との多様な協働、市民力の発揮を

推進します 

基本目標２ 区政支援 

きめ細かな住民自治を支える区役所、

区民満足度の高い区役所を目指します 

基本目標３ 人権尊重・男女共同参画・

個人情報保護 

市民一人ひとりが互いに人権を尊重し

あいともに生きる社会、安心して心豊か

に暮らせるまちの実現を目指します 

背景 

 急速に進む少子高齢化や既存の社会システムの変容などによ

り、地域が抱える課題は多様化・複雑化しています。市民満足

度の向上を目指し、市民の知恵と力が最大限に発揮される「協

働による地域運営」の促進が求められています。 

◇市民の様々な課題解決に取り組んできた自治会町内会に加

え、多様な分野において課題に取り組む NPO などの市民活動

が活発化 

◇団塊の世代（市民の約５％）の退職と地域への回帰 

◇地域課題にきめ細かく対応できる区の体制づくりの必要性 

 

 

◇ 職員全員が活発に議論し、連携して課題解決に取り組みます。 

◇ 市民ニーズを敏感に捉え、スピード感を持って、業務を進めます。 

◇ 区とともに現場からの視点で考え、行動します。 

◇ 自らの職務にやりがいを持ち、達成感や満足感を得ていきいきと働くこ

とができる人材を輩出します。 

局全体の課題を、課横断プロジェクトで、解決します。 

地域活動や市民活動への支援による市民協働の推進 

地域文化の振興 

市民スポーツの普及・振興 

市政情報発信力の強化と市民の声の市政反映推進 

区役所の機能強化 

窓口サービスの向上 

区庁舎の整備及び市民利用施設の整備・運営 

人権尊重・男女共同参画・個人情報保護 

組織運営の基本姿勢 

１ 

２ 

３ 

４ 

５

６

７

８
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